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ま え が き 

 

 韓国では、契約社員等の非正規労働者が 1997 年経済危機の克服過程で急増した。非正規労

働者は、正社員に比べて、雇用、賃金、休暇、福利厚生、年金や雇用保険等の社会保障の面

で大きな差をつけられている。ある非正規労働者は、それに抗し、2003 年、「非正規労働者

差別撤廃」を叫びながら、自らの命を絶ち、非正規労働者問題が社会的にクローズアップさ

れた。 

韓国政府は、同問題を解決するために、2004 年、｢期間制および短時間労働者保護等に関

する法律｣（制定法）、「派遣労働者保護等に関する法律」（改正法）、そして「労働委員会法」

（改正法）からなる、いわゆる非正規労働者保護関連法を国会に提出した。同法案は、国会

での激しい論争を経て、2006 年成立し、翌年から施行された。主な内容は、2 年を越えて期

間制（契約）労働者を使用した場合、期間の定めのない労働契約を締結したとみなす「2 年

みなし規定」、非正規労働者の差別是正申請等である。その後も、何回かの「非正規労働者総

合対策」を打ち出して、差別是正の指導・監督権の労働基準監督官への付与、差別に対する

懲罰的損害賠償制度の導入、雇用形態告示制度の導入等を行った。 

また、韓国政府は、非正規労働者問題を解決するためには、自らが率先垂範をしていく必

要があると判断し、公的部門の非正規労働者実態把握を踏まえて、常時・持続的な業務につ

いている非正規労働者の無期転換と処遇改善をすすめた。代表的なのがソウル市である。 

労働組合も無期転換した労働者をはじめ非正規労働者の組織化を積極的にすすめて、雇用

の安定と処遇改善をいっそう図っている。顕著な対象が学校の給食調理員等の非正規労働者、

大学の清掃労働者、自治体の非正規労働者、ケーブル設置の下請労働者、大手スーパーパー

トタイム労働者等である。法律や制度の内容を職場に実現させていく上で、労働組合の役割

は極めて重要である。 

以上のような非正規労働者問題解決への取組がどのような成果をあげたのかを包括的か

つ正確に示すのが難しいが、非正規労働者の割合は 2004 年以降ほぼ一貫して下がり、2014

年 32.4％となった。特に、法律の規制が強い契約社員の割合の減少は顕著である。これをみ

ると一定の成果を認めることができる。 

日本の非正規労働者が全雇用労働者に占める割合は、ほぼ毎年増加し、2014 年 10～12 月

平均で 37.9％に達した。程度の差はあるものの、非正規労働者問題は韓国に似ている。今後、

日本の政労使が、同問題の本格的な解決を図っていく際に、本研究から何らかの示唆を得る

ことを期待する。 
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